
会 議 案 第  号 

 

 

大津市議会会議条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０９条第６項及び大津市議会委員会

条例（平成２６年条例第３号）第２１条の規定により、次のとおり提出します。 

 

令和 年  月  日 

 

 

大 津 市 議 会 議 長 

幸 光  正 嗣  様 

  

 

提 出 者  

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大津市議会会議条例の一部を改正する条例 

 大津市議会会議条例（平成２６年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正す

る。 

改正前 改正後 

（議会の委任による専決処分） 

第６条の５ －略－ 

⑴ －略－ 

⑵ １件１００，０００円以下の市の現金

又は物品の亡失又は毀損があった場合に

おいて、法第２４３条の２の８第８項の

規定による市職員の損害賠償責任の免除

に関すること。 

⑶～⑽ －略－ 

（議会の委任による専決処分） 

第６条の５ －略－ 

⑴ －略－ 

⑵ １件１００，０００円以下の市の現金

又は物品の亡失又は毀損があった場合に

おいて、法第２４３条の２の９第８項の

規定による市職員の損害賠償責任の免除

に関すること。 

⑶～⑽ －略－ 

附 則 

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号）附則第１条第３号に

掲げる規定の施行の日から施行する。 

 

 （提案理由） 

地方自治法の一部を改正する法律により、引用する条に繰下げが生じることに伴い、所要の改

正を行うもの 

 


